
小学校冬休み期間について 

小学校の冬休み期間中（12月25日（木）～1月6日

（火））は、「うさねこ」「トコトコ」はお休みします。 
 

社会福祉法人京都市社会福祉協議会 

京都市百々児童館 

〒607-8302 

山科区西野山欠ノ上町65-10 

℡：593-9267 

 

2025 年 < 地域子育て支援ステーション >     令和7年12月22日 
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※ＡＥＤ（自動体外式除細動器）を設置しています。 

 

 

 

あけましておめでとうございます。2026年もよろしくお願

いします。 

 

児童館へようこそ  
 

★開館時間★ 
 月曜日～土曜日 午前10時00分～午後6時30分 

（日曜・祝日・年末年始を除く） 

 午後5時以降は、主に中高生の利用時間になります。  

★利用対象★ 
０歳から１８歳未満の子どもと保護者の方が利用できます。 

（乳幼児さんは、お家の人ときてください。） 

児童館を利用される際のおねがい 

 

・脱いだ靴は、靴箱にいれてください。 

・来館したら、来館者名簿にご記入ください。 

・当児童館は駐車場がありません。徒歩・自転車

等でお越しください。 

※駐輪場、ベビーカー置き場はありますのでご

利用ください。 

年末年始休館について 

【期間】12月29日（月）～1月3日（土） 

年始は1月5日（月）より開館します。 

トコトコは 1月8日（木）より、うさねこは 

1月13日（火）より再開します。 

 

HPでも確認
できます。 



おしらせ 
9・16・23・30日（金）の午前中は、『シニア卓球』のため、遊戯室は使用できませんのでご了承ください。 

育成室で遊ぶことができますので、お待ちしています。 

12月のうさねこ 

 

 

 

 

 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

☆日 時☆ 

毎週火曜日 午前10 時30 分～11 時30 分  

 ※小学校長期休業中はお休みです。 

 

☆年会費☆ 

無料  

 

☆内 容☆ 

13 日 正月あそび 

20 日 お野菜スタンプであそぼう 
 ※汚れてもよい服装でお願いします。 

27 日 サーキットあそび 

うさねこクラブ 
☆日 時☆ 

毎週木曜日  

午前10 時30 分～11 時45 分  

※小学校の長期休業中はお休みです。 

☆対 象☆ 

0 歳～就園前の乳幼児とその保護者 

☆年会費☆ 

無料            

☆内 容☆ 

乳幼児さんのおもちゃで自由に遊べ

ます。 

 

トコトコ 

12/2  フィンガーペイント 
 

12/9 いろんなものにさわってみよう 
 

 新春まつり 

17日（土）午後 1時 00分～3時 00分 

場 所：百々児童館 遊戯室・育成室 

 

こまや福笑い、おてだまなど、むかしあそびをします。 

子どもも大人も、誰でも参加OK。友だちや家族、みんな

で遊びに来てね！ 

 

令和 8年度学童クラブ登録申請について 

【受付期間】令和8年1月5日（月）～2月14日（土） 

初めて学童クラブへ登録を希望される方は「登録説

明会」を開催します。 

いずれかの時間で必ず出席するようお願いします。 

日 時：1月10日（土） ①10：30～ ②18：00～ 

場 所：百々児童館 

※令和8年4月からの学童クラブは移転先の施設で

児童の受け入れ保育を実施します。 


